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    総務文教常任委員会           午前 １０時００分～ 

                           第３委員会室 

 

 

１ 開  議 

 

 

２ 事件 

  ○行政報告 

    ・学校給食センターにおける放射能測定検査状況（資料） 

    

 

 

３ その他 

  ○視察報告について 

   

 





































視察先 神奈川県秦野市（平成２５年５月１４日） 
調査項目 公共施設白書、公共施設再配置計画策定について 

 ・白書、再配置計画作成の経過について 
 ・作成後の効果について 
 ・体制、経費等について 

視察の目的 公共施設白書を作成し、それを基礎資料として公共施設再配置

計画を策定し、適正な施設配置と効率的な管理運営に向けた具

体的な取り組みを調査する。 
 

施策等の概要 都市化の進展で集中的に整備した公共施設が一斉に更新を迎

えるがすべての維持は財政的に不可能となる。そのため、４０

年間の長期にわたる全体計画を策定し、その方針計画に基づき

取り組みを進めつつ、市民に理解を得ながら総量を減らすため

のコストの比較等を行い施設の一元管理を行っている。 
考察 本市においても、一元的な施設管理を推進すべきである。委員

の意見等で後述する点もあるが、基本的には市長の強い方針と

しての意思と全庁的な施策として組織を挙げて協力体制を構

築されるべきとの意見が多数であった。特に専任職員の配置、

担当課の設置等、施設管理に特化した部署の創設も考えられる

べきこと、単に検討するのではなく、議会としても強く促すべ

きである点で一致が見られた。 
委員の意見等 施設管理にあたっては、人口減少によって利用数が減りつつあ

るものを整理するという観点だけではなく、並行して、人口増、

工場誘致等幅広い視野を持って進めること。 
地域コミュニティの維持を配慮しながら進められたいこと。 
市民理解を得ること、管理運営コストの比較等で市民に優先順

位を理解してもらえるよう整理すること。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



視察先 埼玉県富士見市（平成２５年５月１５日） 
調査項目 事業仕分けについて 

 ・導入の経過について 
 ・実施の手法等について 
 ・実施後の効果、問題点について 
 ・議会との関わりについて 
 ・今後の展望について 

視察の目的 市民判定人参加型の事業仕分けの導入過程を聞き、本市議会で

行っている事務事業評価について改善すべき点等を発見する。

特に、市民判定人の参加、専門家で構成される仕分け人の参加

について、その効果と問題点、議会との関わり方を調査し、本

市議会での導入の可否を検討する。 
施策等の概要 市は様々な事業を行っているが、それらの事業が時代に即し、

市民に求められている事業かどうかの見直しを図る必要があ

る。富士見市では平成２１年７月に市民判定人方式による事業

仕分けを全国に先駆けて実施、平成２３年１０月には２回目の

事業仕分けを実施した。事業仕分けは、各事業について、「本

当に必要か」「民間に任せてもよいのではないか」などの視点

から、職員以外の外部の方を交えて公開の場で議論・判定され

たが、２４年度は未実施である。 
考察 市民ニーズを把握し、市民を巻き込み、民意をつかむという意

味では参考にすべきとする意見が多くあり、総じて、将来の事

業仕分け実施への賛同意見が多数であった。 
また、市民への情報公開や、市民の市政への参画という側面を

考えると、事業仕分け、事務事業評価はしがらみなく本音で判

断ができる市民判定人の参加も望ましいとする意見が多数で

あった。しかし一方で、職員の説明能力によっては仕分け人の

誘導によって本来必要とされる事業に予算が配分されなくな

ることが危惧されるとの意見もあった。 
そのため、評価対象事業の選定と、仕分け人の選定には充分慎

重を期すべきであるとの意見で一致した。 
委員の意見等 予算・決算を審議する権限を有する議員が仕分け人となり、市

民判定人に参画をいただく形がいいとする意見。 
富士見市と同じく、市民判定人と専門家仕分け人による仕分け

を行うのがいいとする意見。 
仕分け結果のみならず、その後の予算措置等の方針を公開して



市民理解を得る努力をされている点も見習うべきとする意見。 
スクラップ目的の劇場型とならないようにするべきとする意

見。 
他市の職員に判断されることへの違和感があるとする意見。 
事務事業評価を発展させていけば、本市にあった事業仕分けに

進化するのではないかとする意見。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



視察先 埼玉県草加市（平成２５年５月１６日） 
調査項目 学校給食について 

 ・地産地消の推進について 
 ・食育について 
 ・特色ある取組について 
 ・中学校の自校委託調理方式について 

視察の目的 草加市立谷塚中学校で実施されている学校給食における自校

給食の委託調理方式を見学する他、食育応援農家を通じた食育

と地産地消の推進等の特色ある取組を調査する。 
施策等の概要 草加市は、小学校が昭和４１年、中学校が昭和４５年から完全

給食を自校方式で実施している。地域の高年者とのふれあい会

食、ランチルームや屋外での食事、バイキング給食など多彩な

取り組みも行われている。また、地産地消を積極的に推進し、

毎年学校給食展も開催されている。市の教育基本計画では地産

地消の推進を盛り込んだ「学校給食の推進」や「食育の推進」

が計画の主な取り組みとして掲げられている。 
考察 財政面等を考慮すると、伝統ある草加市と同様の給食を実施す

ることは困難であることについては総じて理解できる。しか

し、現在の深刻な食生活の実態を考慮し、食生活全体の中での

給食を検討すべきであり、特に中学校給食の実施については早

急に検討を始めるべきであるとの意見で一致した。 
また、中学校給食の実施にあたっては、災害時の対応を考慮す

れば自校方式が望ましいとの意見でも一致が見られた。 
委員の意見等 自校方式が望ましいとの意見で一致する一方、対応が間に合わ

ない期間については、給食センターの供給能力を考えつつ早急

に中学校給食を実施すべきとする意見。 
保護者アンケート等から、必要度の高い学校からでも始めるべ

きとする意見。 
中学校給食での食育を通じて、「早寝早起き朝ごはん」の意識

が広がり、朝食を採る生徒が増えてきている。中学校給食を進

める中で、食育にしっかり取組むべきだとする意見。 
学校給食を支援する農家の制度や校区内での材料調達は見習

うところがあるとする意見。 
教育振興基本計画には「学校給食のあり方の検討」とは記載さ

れているが、食育をどう位置付けるかが大事だとする意見。 
 


